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ついに書けるぞ解決報告 ご支援感謝           ろーとる・Ｋ 

 

永年勤務した印刷会社を定年退職した後、平成１１年６月ハローワークを通じてパートとしてＫ社に入社、

印刷部に配属されました。Ｋ社はブライダル用の紙製品の製造販売を業とし、従業員１５０名（社員６０名、

パート９０名）、年商２５億円の会社で、この業界ではそこそこの規模であります。 

私が配属された印刷部は当時社員６名、パート２８名の計３４名で、そのうち男性は私を含めて３名のみ

で、それ以外は印刷部長、副部長など全て女性でフェミニスト？の私にとってはまことに嬉しい職場ではあ

りました。ただこの会社の社風でしょうか、パートに対する社員の態度が結構高圧的であり、特に印刷部で

は、部長の後押しで実務を取り仕切る副部長の「ｋ」の粗野な言動と、随所に見られる理不尽な指揮、命令

によりパートの不満がかなり鬱積しておりました。 

平成１３年に入ると、それまで好調だった会社の業績も新規参入やジミ婚の風潮などによる売上げの低下

で陰りが見えはじめ、その対策として平成１３年６月以降、全パートの労働時間短縮と夏、冬の一時金が廃

止されました。これらに加えて印刷部独自で以前から行われてきた残業時間の申告制が一層強化され、幹部

が認めない残業時間は全てカットされるようになりました。また平成１４年はじめより、それまであまりな

かったパートの退職が相次ぎましたが、これらの補充が全く行われず５月頃には印刷部の総員が２５名に減

り必然的に各自の業務負担が増えてきました。そんな中でもパート各自は懸命に頑張っておりましたが、さ

すがに士気の低下やミスによるクレームの増加が顕著になってきたため、私と複数の古参パートが印刷部幹

部に人員の補充を願い出てそれが駄目なら、せめて残業代のカットを緩和してくれるよう何回か申し入れま

したが、受け入れられませんでした。 

平成１４年７月３１日の夕方、突然印刷部長に呼ばれ雇用期間中（平成１５年６月１５日まで）にも拘わ

らず、高齢を理由に同年９月１５日付けで退職するよう口頭で解雇予告を受けました。私も最近の印刷部幹

部とのやり取りからこの様なことがあるかもしれないと考えておりましたので、返事を保留し８月６日に以

前知人から聞いておりました「管理職ユニオン･関西」を尋ね、Ｆ委員と相談のうえ「組合加入通知」と「団

体交渉申入書」をその日のうちにＫ社社長宛てに送付しました。８月８日朝人事部長の［Ｍ］が慌てた様子

で私を呼び「先日の解雇予告は印刷部長が個人的に言っただけで会社の意思ではない。従って団交を取り下

げてほしい」と要請してきました。私は組合加入と団交申入れの効果に驚きながらも、取りあえずＦ委員に

報告のうえ団交を撤回し、会社側も「解雇予告については何も言っていないので、引き続き勤務するように」

と述べたのでこの件は落着しましたが，社内では始めてのことなので結構評判になった様でした。このこと

で当然ながら印刷部幹部との間が気まずい雰囲気になってきましたが暫くの間は平穏に経過しました。とこ

ろが平成１５年３月にミスが多い、協調性に欠けると言う理由で最終校正兼出荷係から、一日１、２回入荷

する資材を収納するだけで、他に仕事が殆ど無い印刷部資材倉庫係に配置換えになりました。もともとパー

ト勤めですので仕事の内容そのものは気にならないのですが、する仕事が無いと言うのはやはり嫌なもので

す。同僚パート（全て女性）も初めはいろいろ同情的に声をかけてくれましたが、印刷部幹部からの圧力に

より殆ど口を利かなくなるなど、世間でよく言う虐めのパターンになってきました。そこで、どちらみち雇

用契約が切れる６月１５日で会社は雇い止めにするだろうから、それまでは隠忍自重し雇い止めの申し渡し

があった時点で直ちに行動を起こす。一方、その間に虐めやサービス残業等の証拠を蒐集して争議に備える

と言う方針をたてました。また閑職への配置換えで出来た暇な時間を利用して来るべき争議に備え、労働関

係の法規や判例など自分なりに吸収しておりました。 

平成１５年５月１２日、予想通り６月１５日の雇用契約切れで更新できない旨申し渡されたので、それの

撤回と正規の仕事に就かすよう直ぐに団交を申入れ、５月３０日に第１回の団交をＫ社で行いました。席上

雇用契約が更新できない理由についての説明や、それに対する反論等で結論が出ないため、組合側から会社

側へ雇用継続のための仕事内容を、私自身が作成、提出してそれを会社が検討しその採否を次回の団交で協

議する、と言う提案がなされ会社側も了承して団交を終了しました。その後６月４日に雇用継続のための仕

事内容を会社側に提出し、同時に第２回団交の申入れを行いました。会社側も今後のことを考えたのか６月

１２日の第２回団交では、弁護士を代理人に立てて臨んできました。会社側は組合員である私に対する危機
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感から、どうしても頸を切りたいらしく雇用継続のための提案は受け入れられないので、雇用はできないと

の回答をしてきました。そのあと組合側Ｆ委員から雇用契約終了に関して、会社は組合を通さず直接本人に

通知したことや、合理的な解雇理由の説明責任を果たしていないことなど、終始不誠実な対応を指摘したう

えで、団交を打ち切り大阪府地方労働委員会へ、不当労働行為救済の申立てをする旨伝えて席を立ちました。 

さて、いよいよ地労委闘争に入ったわけですが、Ｆ委員から貴方が主役であるから、いろいろな書類の作

成や各書証の蒐集、整備等全て自主的にやるよう、もちろん内容の点検や調査、審問、和解交渉などの指導

は組合が十分サポートするとのことでしたが、これからが本当に大変でした。          

先ず６月１９日大阪府地労委に、労組法７条１号（組合員への不利益扱い）同７条２号（不誠実団交）違反

で申立てを行い６月２５日に受理されました。続いて７月１６日第１回の事件調査のための、各書証や申請

書を作成、提出。被申立人（会社側）からの答弁書に対する準備書面の作成、その後の審問で行われる証人

尋問Ｑ＆Ａの作成とそれの暗記など、かなりのエネルギーを必要とする作業でした。 

 

因みに、この度の事件で作成した書類は次の通りです。 

・申立書 ・準備書面３通 ・申立人主尋問Ｑ＆Ａ ・申立人反対尋問想定Ｑ＆Ａ ・被申立人反対尋 問Ｑ＆Ａ ・

その他書証、証拠説明書、各申請書等。 

その後８月１１日に第２回調査を経て審問に入りました。 

平成１５年９月１１日 第１回審問：申立人側主尋問（証人：私） 

   同１０月８日 第２回審問：申立人側反対尋問（証人：私） 

    １１月２１日 第３回審問：被申立人側主尋問（証人：人事部長、印刷部長） 

    １２月２２日 第４回審問：被申立人側反対尋問（証人：人事部長、印刷部長） 

以上のように審問が４回行われましたが、１２月２２日の第４回審問後、審査委員から双方に平成１６年２月３日

に和解調査をするので、その時に和解できるよう努力してほしいとの要請があり双方とも了承して終わりました。

会社側も長引けばいろいろと費用がかかる上、担当者のプレッシャーも相当な様子で、前回の審問時から和解の意

思をちらつかせていましたので、和解条件をＦ委員と相談のうえ、事務折衝の労をお願いしました。建前は雇用の

継続ですが、本音は金銭的解決を望んでいましたので、その辺を巧みに折衝していただき、納得のうえ２月３日に

和解、調印いたしました。思えば昨年５月３０日に第１回団交を行ってから８ケ月の闘いでしたが、最初のうちは

私を含む複数のパートへの嫌がらせや、高圧的に事を運ぶ印刷部幹部に対する報復が主な目的でした。ところが団

交や地労委闘争を経るにしたがって、パート従業員の無知に付け込んで何の説明も無く一方的に不利な労働条件（一

時金の廃止、勤務時間の短縮による賃金カット、申告制による残業代カット等）を押し付ける会社の姿勢をコンプ

ライアンスも含めて少しでも是正できればパート従業員にとっても会社にとってもプラスではないか、と思うよう

になり地労委での闘争内容もその辺を意識して組み立てたつもりです。その意味では今回の争議はそれなりの意義

があったのではと思っておりますが、労働者が本当にその権利を行使するには組合員であるからこそ出来るのであ

って、特に使用者側と同じテーブルで堂々と渡り合える団体交渉権の素晴らしさを,この歳になって心底思い知らさ

れた感があります。この素晴らしい労働者の権利を、出来る限り多くの悩める労働者に啓発していきたいと考えて

おります。最後になりましたが,この度の私の争議に親身になってご支援いただきました、仲村書記長、大浜書記次

長、Ｋ委員、Ｏ組合員と、特に組合加入時より争議のフィニッシュ迄ご面倒をお掛けした、Ｆ委員に紙面をお借り

して衷心より感謝の意を表します。 

以上で争議解決の報告を終わりますが、これから争議に入られる同士の方々の参考の一助になれば，望外の喜びで

あります。                                 ［了］ 

 

 

解決は自分で導くもの 
組合活動は“やってもらう”“やってあげる”の依存関係ではありません。会社依存から単に組合依存 

に変わっただけでは解決にはなりません。あなたの“どうしたいのか”について、あなたが“どうするか” 

を決め、あなたが“主体”とならなければ何も始まりません。 私達は、組合員が会社への依存から脱し、 

自立して生きていくために、本人の主体性に基づいて、組合員が相互協力し問題解決をサポートしています。 

 あなたの取り組み次第によって、その解決も違ったものになります。より納得できる解決を導くために 

組合活動や学習会に参加し、様々な問題で闘争している組合員と交流して、自身の問題への取り組み方を 

考えてみましょう。「組合員の○○○です」とお電話下さい。参考になる交渉などをお知らせします。 
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団体交渉拒否も地労委斡旋で和解         Ｙ 

私は、印刷会社のマック・オペレーターとして３年近く勤務しておりました。入社当初より、雇用条件の

変更、有給休暇が１日もないこと、残業代の未払いがある事など色々と会社に対して不満を持っておりまし

た。しかし、新しい仕事に転職する勇気もなく、会社の不当な労働条件のまま勤めておりました。 

 平成１５年９月分よりこちらの承諾も得ないまま減給をされ、その事に対して抗議をしたところ「明日か

らこなくていい」と解雇されました。社長の勝手な態度に対して私も、会社に残りたいという気もおきず、

解雇予告手当てと、今までの残業代金未払い分を請求することにしました。当初は自分自身の力でなんとか

なるだろうと、内容証明を会社に送り、労働基準監督署に相談に行き会社へ指導に入ってもらったのですが、

まったく指導も聞き入れず「解雇ではなく自主退職だ」の一点張りで労働基準監督署にも「これ以上指導は

できません」と言われてしまいました。 

 どうしても納得がいかず諦めきれなかったので、インターネットユニオンの事を知り、さっそく組合の方

へ相談し、新入組合員学習会にも参加させていただいたのですが、労働基準監督署のことがあったので、本

当に手伝ってもらえるのだろうかと、当初は加入を躊躇していたのですが、もう個人ではどうしようもない

と思い、１２月５日に組合の方へ加入させていただき、その日に団体交渉申入書を会社に送りました。 

 しかし１回目は無視、２回目、３回目は配達記録受け取り拒否とまったく応じようとしませんでしたので、

１月１４日に団体交渉をすることなく第１回目地労委となりました。あまりにも早い展開で私自身、団体交

渉、地労委というものがどういったものかをよく理解しきれてなく、申入書の作成や、資料の作成など、進

め方が全くわかりませんでしたが、大浜書記次長、組合員の方々が自分の事のように手伝い、指導してくだ

さり大変心強かったです。本当にありがとうございました。１月２８日に第２回地労委で、公益委員の方が

会社側に話しをつけてくださり、和解金を支払ってもらうことで無事解決しました。もっと言い争いなどが

あり長引くものかと予測しておりましたが、あっけなく終わったと言う感じがしました。そして、個人では

どうにもならなかった事が思いどおりに解決し、組合いのすごさを実感しました。本当に感謝でいっぱいで

す。地労委が終わってから、大浜書記次長にまだまだ会社に対してつっこみ所があった事を知らされました

が、「法律は知っている者が得をする」と教えていただき、今回の事を良い経験とし、この先もっと勉強して

いきたいと思います。 

 

 

 

 

 

  労働運動研究会       どなたでも、いつからでも参加ＯＫです。 

      古典学習会 第１４回  
   労働運動研究会では、マルクスの古典をみんなで読む、輪読会を企画しています。 
  その昔、かじった人、マルクスをあまり知らない人、マルクスに批判的な人どなたでも参加ＯＫです。 
 

･ 日時    ３月２４日（水） ＰＭ７：００～９：００ 
    ･ 場所    管理職ユニオン･関西 事務所 
    ･ チューター 仲村書記長 
 
    ･ テキスト ｶｰﾙ･ﾏﾙｸｽ｢資本論｣ 岩波文庫､国民文庫他  
     第１部第４編第１０章相対的剰余価値の概念から          
 

     終わったあとは、軽くビールを飲みながら、懇談します。 
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転勤困難な家庭状況を知った上での、退職をせまる業務命令「遠方への転勤」通知をはね返す！
 
 

会社の“転勤に応じるか”“辞めるか”の二者択一に惑わされるな！   書記長 仲村実 

 

前号のＴさんの記事「転勤を回避しました」と同様の相談が続きました。Ｔさんの事例の整理とＭさんの

事例を報告します。今後の教訓にしてください。 

 

《家庭状況を無視した転勤通告》 

Ｔさんは、中小企業のシール・パッキンの製造会社で働く、勤続１５年になる４５才の現場労働者です。

メーカーのＢ工業社のブランド製品を加工する協力工場で、大阪の北摂地域に本社と工場、九州と山口県に

小さな工場があり従業員は約５０名の会社である。相談記録に次のように書いています。 

『１月８日、山口工場への転勤を命じられる。昨年１２月中頃に離婚し、父子家庭になっています。長男

１７才、長女１４才。長男は知的障害者で高等養護学校に通学しており今年３月に卒業です。就職も困難な

状況にあり、その旨を会社に伝えています。その事を会社に言ったら、会社は「会社には関係ない事であり、

個人の問題である」と言われました。従わない場合は辞めてもらうということです。知らない土地に子供２

人を連れてはいけないです。会社は３人、当方１人の面談でした』と。 

詳しく聞くと、大阪で４人、九州で６人が退職勧奨・強要を受け、その対象者は４０才以上の勤続の比較

的長く企業内での給与の高い（中小企業なので世間から見ると低い賃金である）社員である。話を整理する

と、①退職勧奨の予感は、昨年の後半からあったこと、②彼が呼び出される前に３人がすでに通告され、彼

が最後であったこと、③彼らを辞めさせた後、パートを募集すると言う噂がある、ということでした。会社

は、Ｔさんの家庭状態・環境を知りながら、「家庭の事情は、個人の問題」と言い放ち、“転勤に応じるか”“退

職するか”の二者択一を迫ったのです。 

先月、奥さん同伴で相談に来られたＭさん。勤続２０年、転勤もなく、現在ＯＡ機器システム販売の大阪

支店で営業次長をやっている人です。２月１２日に会社から「３月１日から東京へ転勤」と内示があったが、

「夫婦それぞれの親を抱えており転勤はできないので、会社都合でやめるほう方を教えてほしい」という事

でした。本音を聞いたら、「大阪でずっと働いてきた。東京に行く理由は見当たらない」、「会社は私の家庭事

情を知っているのに、辞めさせたいとしか思えない。辞めたくないが、仕方がない」であった。会社は、「拒

否する場合は、依願退職か懲戒解雇」とＭさんに詰めたそうです。私は「現状維持」で闘うことをすすめた

が、決断できずに帰られた。 

 

《動揺から、闘う決意》 

当時のＴさんの気持ちは、先月号の文章に表れています。 

『「知的障害の長男は、現在まで二年間、企業実習を何度も受けてきました。養護学校の先生たちにも努力し

ていただいているんですが、いまだに就職できません。それを知りながら山口県の山の中に行けと言うんで

すか」と会社に訴えても、「それはあなたの家庭の事情であって会社はそれに対して何も出来ません。第一、

そんな事を言ってたら各家庭それぞれ事情があるだろうし、誰も転勤出来ないでしょう。とにかくこれは会

社の決定事項であって、拒否するなら辞めてもらうしかありません。子どもさんの就職に関しては個人でル

ートを探るなりして何とかしてください。どうしても関西で探したいのであれば辞めて探すしかないですね」

と言い放ったのです』。Ｔさんは、このまま引き下がりたくない何とかしたいと言う気持ちになり、我慢の限

界点に達していたのです。以前から知っていた私達“管理職ユニオン･関西”に入り、闘うことを決めたそう

です。その一番の理由は、障害者の置かれている厳しさに対する理解のなさ、軽視した発言を絶対に許せな

かったからです。それと遠方への転勤を通告すれば、辞めると踏んだからです。「私に通告した現場を知らな

い社長のボンボン息子に謝罪させたかったし、父子家庭になって毎日家事手伝いをしてくれている二人の子

ども達の為にも譲れない問題です」と、彼は私になんども語りました。 

Ｍさん夫婦には、「現状維持」で闘うことをすすめた。その時に、会社が東京転勤の業務命令を強行した場
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合は「ストライキで対抗し、抗議行動中に解決を見出す」か、「業務命令には従うが、異議申立をして転勤の

不当性を団体交渉等で撤回をめざす」ということも説明した。当然、仕方がないとして“簡単に退職に方向”

を選択しないようにという事も力説した。加入を決断できず帰られたＭさんは、東京の本社取締役に再度の

御願いを試みたが、転勤強行は変わらなかった。この現実を受けて、組合加入を決意し、会社に通知した。

通知後、Ｍさんは出張扱いで東京本社に呼び出された。「単身赴任で、１年でどうか」と譲歩したような対応

であったが、帰りに寄った事務所で私と相談の上、断わりの電話を入れた。電話での対応は、二者択一を迫

ったことはあいまいにし「大阪勤務が出来る様にするが、降格になる」と言い出した。 
 

《団体交渉で、転勤の白紙撤回》 
１月Ｘ日午後から開催された団体交渉の冒頭、 
私は、①採用時の雇用条件説明では転勤の話はなかったこと、 

②生活基盤を根底から崩す退職を狙った転勤は労働組合として認められないこと、 
③障害者の子供を抱える者にとって地域での相互援助ネットワークの大切さを理解せず、無視する転

勤は人権侵害行為に当たること、 
④労働組合は、会社の対応いかんのよっては、生活権の防衛のため団体行動権を行使し社会的に訴え

ることもあることを主張し、 
会社の言い分も聞いた上で、「転勤の白紙撤回」を求める要求をすることになるだろうと発言した。 
社長は、辞めさそうとしたＴさんの「能力と経験があるから転勤し指導してもらおうと考えた」とか、「障害

者のお子さんのことは、詳しく聞いていなかった」とあいまいの対応をしたが、結論は、簡単に白紙撤回し

た。 
後でわかったことですが、会社は団体交渉のあった日の午前中に大阪工場の退職勧奨・強要をしていた二

人から会社都合で辞める（会社都合の離職票だと雇用保険の支給の待機期間、支給日数が自己都合に比べて

長い）了承を取り付けていました。Ａさんは、この二人に一緒に闘うことを呼びかけていましたが共闘は出

来ませんでした。しかし、団交結果を聞いた二人は、会社への不満を周りの人たちにこぼしていたそうです。

Ｔさんにとって居残って生活防衛、職場改善、仲間を増やす本当の闘いはこれからです。「ユニオンは心強い

味方ですが、あくまで闘う主体は自分なのです。今回ですべてが終わったとは思っていません。逆に新たな

闘いが始まったとさえ感じます」と決意を語っています。 

 Ｍさんも、管理職ユニオンの組合員として「現状維持」の話をします。だめなら団体交渉になります。 

 

《退職強要をせまる、二者択一の選択肢を突破しよう》 

今回の事例は「転勤」についてです。特に遠方への場合は、“退職に追い込む”ため、“辞めさせる”ため

の口実として“業務命令”という形で使われる場合が多々あります。その業務命令は“二者択一”、つまり転

勤に応じるか、辞めるかと迫ってくるのです。 
私たちが自立を促す「会社人間」は、この“二者択一”の魔術に引っかかる場合がほとんどです。転勤に

応じるか、辞めるかという選択です。Ｔさんの場合は、知的障害の子供さんがいて転勤そのものが生活基盤

の破壊につながる、Ｍさんの場合も両親の介護から転勤不可能の現実があったから“現状維持”が絶対譲れ

ない最低条件だったから決断が出来たわけです。 
日本の企業社会は、歴史的に上司からの命令＝業務命令の絶対的服従がまかり通ってきました。組織的嫌

がらせ、仕事を与えない、不当な配転・転勤など、つまり「業務命令」のもとに人権侵害行為が平然と行わ

れるのです。この事例だけではありませんが、リストラ首切り攻撃の手法として“現状維持”を省いた、辞

めるか転勤に応じるかの“二者択一”を迫る資本家・経営者、会社や上司のやり口が多くあります。友人知

人でこうした事例で悩む人がいれば、あきらめずに闘う意思を固めて個人加盟の労働組合への加入を勧めて

ください。 
 

 
  

ユニオンでは色々な本を貸し出していますのでご利用ください。必ず貸し出しノートに記入して返却する

ようお願いします。また、良い本などがあればご提供いただけると幸いです。 

書籍紹介文や感想文も募集しています。どしどしお寄せください。（教育宣伝部:ユニオン狸） 
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北海道への配転を地労委活用で止めました 
実行確保の勧告書を得て                      ＴＫ 

 私は、昨年4月30日に会社と第1回団体交渉をして、翌日メーデーの5月1日に自宅待機を会社から命じられ

今日に至っております。その後、労組法7条1号（自宅待機による不利益扱い）と7条2号（不誠実団交としての

団交拒否）で大阪府地方労働委員会に申し立てて、地労委での審問中です。 
ところが昨年末、審問中でありながら、会社から北海道への配転命令という新たな攻撃がありました。この配転命

令は、地労委審問の妨害と判断せざるを得なかったので、神戸部会の仲間と協議し、「本委員会での判断が出るまで

の間、配転命令を留保せよ」という実効確保の申立を行い、２月５日に「配置転換は、労使紛争の拡大防止及び適

正な事件処理の観点から、留保されたい」との「実効確保の勧告書」が地労委から会社に出され、北海道配転を免

れましたので報告致します。 
 
経過  会社は、「組合員の地位身分処遇」に関して事前協議しない、と主張して昨年５月一方的な自宅待機命令

になったのですが、不思議な事に突然昨年12月、会社から「自宅待機について」団体交渉申入れがあり

ましたので団体交渉に応じました。 
 
配置転換命令 12 月 25 日クリスマスの日に開催された団体交渉で、会社は「自宅待機を解除する」「ついては北

海道へ 1 月早々に赴任となるので、来週明けまでに単身赴任か世帯赴任のいずれかを返答せよ。」「北海

道への配置転換は会社での決定済みなので変更できない」とのクリスマスプレゼントを申し渡されました。

ご存知のとおり、労働組合法では、労使対等の立場で団体交渉は保障されていますが、上記のとおり、一

方的な通告としての頑なな会社の対応でした。 
 
実効確保の申立 現在私は、月間数回の綿密な打合せを神戸部会でしたうえで地労委の審問や書類提出をしており

ます。このため、「北海道への配置転換は、地方労働委員会の審問に対する充分な協議が出来なくなる恐

れがある」という理由で、「北海道への配置転換を留保せよ」という内容の「実効確保の申立」を行いま

した。聞く所によれば、労働委員会は「実効確保」を殆ど命令しないとの事で、いわば「伝家の宝刀」と

して殆ど期待はしておりませんでした。 
 
実効確保の調査と反省 本来であれば、実効確保の調査の場が独立して実施され、その後月２回開催される公益委

員会議で命令される制度との事でした。しかし、会社側弁護士の都合で１月の審問の際に併せて実効確保の調査が

開催されました。実効確保調査の席で、会社側弁護士は、意見書を提出し「北海道でも飛行機や電子メールがある

今日、組合との打合せの支障にならない」等の暴論で反論をしました。 
後で、地労委の実効確保の調査において主張し得ていなかった部分を追加主張できるかを地労委事務局に確認した

ところ、調査の場で主張するか事前に準備書面で提出すべきとのことでした。 
その他の対応 その後、「北海道への配置転換」そのものが「地労委に申立てた事による不利益扱い＝労組法 7 条

４号」として別件で申立をしております。 
今回の対応について 今回は年末という慌しい中で実効確保申立という新たな対応を選択し、神戸部会の仲間や大

濱次長等と協議のうえ申立をして、望外の勧告で北海道配転を阻止出来たのは、組合諸氏のおかげと感謝しており

ます。この対応は、以前から地労委規則による申立（申立事項以外の審問制限）などを行っていたから対応できた

と思います。 
しかし、今回の実効確保勧告も今後不当労働行為命令を得る一里塚に過ぎず、今後もしっかりした対応を協議しな

がら進めて行きたいと思っています。 
 
参考法規 審査の実効確保の措置 労働委員会規則第３７条－２ 
「委員会は、当事者から申立てがあったとき、又は会長が必要があると認めるときは、公益委員会会議の決定によ

り、当事者に対し、審問中であっても、審査の実効を確保するため必要な措置をとることを勧告することができる。 
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  ｢ 京都滋賀地区組合事務所 ｣ 便り                         東洞院  京七 

京都滋賀地区組合事務所が開設して一カ月半。当初は、春の陽気だけが満ちていた組合事務所であったが、

今や多忙を極め熱気にあふれている。何よりの証拠には、組合事務所の白板にはスケジュールがびっしり書

かれている。本田委員長は団体交渉の交渉員として、さらに地方労働委員会へと東へ西の大阪や滋賀を飛び

まわっている。副委員長、Ｈ執行委員も同じである。猫の手も借りたいとはこの事である。京都での組合加

入者も徐々にではあるが増えつつある。京都滋賀地区組合員のサポートをお願いしたい。ぜひ都合をつけて

応援をいただきたい。組合事務所を守る人がいないのだ。組合事務所に行っても何も出来ないではなく、組

合事務所に行ったら何かをサポートできる！  管理職ユニオン関西の良さなのだ。 

  ２月14日、新組合事務所で第１回京都滋賀地区組合員交流会が開かれた。出席人数２０名ほどであったが、

小さい組合事務所が組合員であふれた。解決して新しい道を踏み出した古参の組合員、労働条件低下阻止の

ため闘っている組合員、これからどうなるか不安な新入組合員である。共に闘ってきた懐かしい顔もあれば、

初めての顔もあった。また、管理職ユニオンにしては珍しく豪華料理？が用意された。料理が良ければ話が

弾む。解決した組合員が自らの体験談を基に闘争方法を伝授する、これも管理職ユニオンの特徴だ。自立、

連帯、協働が生きている。明るく、楽しく、元気を広げよう！  京都滋賀地区組合員交流会では実践してい

る。 

 

  組合活動は続く。19 日、京都記者クラブへ管理職ユニオンの京都滋賀地区組合事務所のＰＲを行った。新

聞各社に協力依頼は管理職ユニオンの得意とする分野だ。京都の組合事務所設立の際も、新聞関西版で取り

上げられたのは記憶に新しい。新聞のみならず雑誌への協力依頼も行った。副委員長が労働相談を行ってい

る写真入りの記事である。その時は相談者はいなかったが、大浜書記次長の奥さんがピンチヒッターで協力

してくれた。奥さんには管理職ユニオンの活動に多大な協力をいただき頼もしい限りである。 

  21 日ＪＲ草津駅前にてビラまきを行った。京都滋賀地区組合事務所のＰＲである。こらえてばかりで委員

会のメンバーと京都滋賀の組合員、10 名が参加して行った。１時間ほどで 600 枚のビラを手渡して終えた。

初めは受け取ってくれるかと不安に思いながらも、１枚２枚と手渡しするうちにすぐ自信がつくから不思議

なものだ。２６日～２８日まで「労働相談全国ホットライン」が開催され、京都組合事務所は３名体制で大

阪と同様に電話相談を受けた。労働相談全国ホットラインについては、今月号に特集掲載されるので読んで

ほしい。なお京都の組合事務所で受けた労働相談のうち、すでに１件解決したことを付け加えておく。 

管理職ユニオン京都組合事務所のホームページの作成は計画から実行に移っている。組合員のボランティア

である。ホームページは最初に開いた時の第一印象がポイントだ。京の街の特徴を反映したビジュアル感覚

満載のホームページになるはずである。それには京の街を写した写真が必要である。組合員のお薦めの一枚

があったら提供をお願いしたい。 

もちろん本人が撮ったものに限るが…。ホームページの一般公開は未定。京の街が桜色に  染まる満開の

ころに合わせて完成予定だ。最後は蛇足になるが、京都と大阪の組合事務所の違いを書いておく。京都の組

合事務所は開設した折りに、お祝いに酒類を頂いた。もちろん当方で事務所開きで用意したもの、組合員か

らの差し入れもある。冷蔵庫には缶ビールが満タンであり、さらにベランダに置いて冷やしてもいる。一方、

大阪の組合事務所の冷蔵庫は空気を冷やしていることが多い。これが京都と大阪の違いだ。ビールをはじめ

発泡酒、日本酒、ショーチューまである。 

組合事務所に一升瓶１０本ほど飾りのように置いてある。こんな豪快な組合事務所も珍しい。バー『ユニオ

ン』を開店しようかと思っている。それにしてもショーチューは嗜好性の強い酒だ。どうもボスこと、本田

委員長のためにあるようだ。委員長は無類のショーチュー好きだ。京都、大阪、滋賀を飛び回るガソリンと

なっている。しかし本田委員長の言い分はこうだ。ボランティアで応援してくれる方の為に、心から「有り

難う」の気持ちで自由に楽しんで欲しい、ささやかな御礼とのこと。酒がダメな人にはコーヒー、紅茶、日

本茶を用意して待っています。いずれにせよ京都の組合事務所で学習会や交流会を開いて、酒は一掃しよう

と思っている。  

   以上 
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┌──────────────────────────────────────────────── 

  京都･歴史探求         【   東   本   願   寺 】  
└──────────────────────────────────────────────── 

  ひかる 源氏  

 

  京都駅前に巨大な伽藍を並べる東本願寺。普段から見慣れているお寺であるが、訪れる事は希であった。 

幸い「京都滋賀地区組合事務所」から３分ほどの所にあるので訪れてみた。今回もまた京都歴史探求ひとり

旅である。お寺の案内には、正式名「真宗大谷派本山」とある。一般に西本願寺と区別して、東本願寺と呼

ばれている。親鸞の教えを伝えている浄土真宗の寺院である。 

  烏丸通りに面した「御影堂門」から境内に入った。市中の騒音がウソのように静まり返っている。お寺が

醸し出す安らぎ感はどこも一緒である。しかし東本願寺には季節感を漂わす梅や桜や紅葉などは見当たらな

い。信仰があるだけ。拝観料もなければ、さい銭箱もない。観光客の姿もまばらだ。観光には物見遊山が伴

うと盛んになるが、東本願時にはそれらしきものがない。それゆえ、訪れることも希になったのだろう。    境

内は北に御影堂、南に阿弥陀堂が並び、異様な大きさと荘厳さにあふれている。御影堂は世界最大の木造建

築で、迫力は十分である。この巨大な木造建築も門徒衆の信仰の力で建てられたとある。普段は親鸞の像を

安置しているが、修復工事のために隣の阿弥陀堂に移されていた。東本願寺では、阿弥陀如来像よりも親鸞

の像が信仰の対象として重要視されている。御影堂でお参りをした。巨大な大広間は、季節がらひんやりと

した空気が漂っていた。大広間を見渡すと、太い柱と装飾の見事さに見ほれるばかりである。ふと、先程降

り立った京都駅を思い出した。巨大な建物であるが金属の塊であって感動はない。つい最近、京都駅は「京

都の門」をイメージして造られたと知った。日本人にはやはり木造建築が身近かに感じられる。木と畳のも

つ暖かさと温もりが心を和まさせてくれる。 

  御影堂から渡り廊下の案内で阿弥陀堂へ、そしてお参りをした。浄土真宗の本尊は阿弥陀如来。文化部歴

史探求の旅で訪れた、宇治平等院鳳凰堂と同じ御仏である。仏教用語に「自力本願」と「他力本願」という

言葉がある。自力本願とは自分の修行によって善行を積み、自ら悟りを得て、極楽浄土へ往生するもの。他

力本願とは、他人の助力、すなわち阿弥陀如来からの知恵と慈悲に恵まれる事を疑う事なく信仰して極楽浄

土へ往生するものである。親鸞は多くの人々を救うため、難しい教義より阿弥陀如来の慈悲を信ずることに

よって極楽浄土できると説いた人であった。 

  東本願寺は創建以来数回焼失している。幕末の蛤御門の戦いの際に延焼したが、門徒衆の力で再建されて

きた。現在の建物は百年ほど前に再建されたものである。再建の際に各地の門徒衆の宿泊所となったのが今

日の旅館となっている。京都滋賀地区組合事務所のある東洞院通には、旅館が軒を並べている。当時からの

名残である。また、東本願寺は伽藍を中心に典型的な門前町を構成している。旅館街を始め、寺に関する仏

具店、法衣店、仏教書店、数珠、香などが軒を並べている。京都の寺院には門前町が多くあるが、大方は土

産店であったり、飲食店であったりするのが多い。しかし東本願寺の門前町は今なを信仰を中心に生きてい

る。巨大な御影堂と阿弥陀堂の境内で、親鸞の教えは人々を引き付けるのか、また東西本願寺があるのか、 

思いめぐらしていると京都タワーが見えた。それはあたかも東本願寺のためのローソク塔となって見えた。

そのように感じるのは、私だけであろうか。御影堂門から再び烏丸通りへ出た。そこは、車の騒音の現代に

戻っていた。� 

 

■ 京滋事務所の同居者よりの便り     

管理職ユニオンの京滋事務所に旅行業と NPO 法人のオフィスを居候させていただいている組合員

のＴです。京滋事務所は午前１０時から午後５時までとなっていますが、遅い日は仕事の関係で夜

９時すぎまで残っています。こちらに来られた際は夜でも一度、お立ち寄りください。 

ビールや焼酎、おつまみはありますので、差し入れにはスーパーのビニール袋（事務所のゴミ箱

用に使用します）を持って来ていただけると非常に助かります。 

昼間はそこそこ事務所に人がいますので、今後は夜も大阪の事務所のように８、９時頃までサロン

や交流のスペースとして使えたら、と考えています。（Ｔ） 
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無の便り ２００４年２月２２日 日曜日 雨 

こんにちは。いかがおすごしですか。 

 私は「自給をすすめる百姓たち」の集まりに参加するため、２１日は市島まで自転車で行ってきました。 

 週刊金曜日に２００１年６月２２日から１２月１４日まで「元気が出る農業」を連載していたＫさんの講

演「農再生の処方箋―スローフード―」をその集まりで聞いてきました。マクドナルドなど多国籍企業のフ

ァーストフードに対抗すべくイタリアで生まれたスローフード協会は NPO で、入場料をとる市を催してチー

ズを作っている人自身がチーズを売ったり、味の箱舟プロジェクトという、その土地の独特の生で食べれる

おいしいピーマンなどの固定種を発掘して、その栽培農家がむき出しで直売所で売ったり、いいものと悪い

ものの区別を消費者ができるようにワインやチーズのレストランや試食会、食育プログラムで大人から子ど

もまでを教育しています。それからそういうレストランが載っているガイドブックや地図を作る会社を設立

して州や企業からお金を取ってきて宣伝するので、農家が家族でやっていけるようです。現地のスライドを

交えた話は非常に機知に富んでいて面白かったです。 

 それから、もうすでにご存知かもしれませんが、その集まりで買った「共生共貧・２１世紀を生きる道」

槌田劭著２００３年１０月樹心社を読んで少食・断食っていいなと再認識しました。不健康だった著者が断

食で健康を取り戻していくので、読んでいるうちに自分もしたくなってきます(私は最高５日)。それに加え

て家庭菜園での畑仕事の実践が、読むものに畑仕事の楽しさを教えてくれます。 

 

○お知らせ 

 ３月７日 日曜日 午前１０時から無の家で、種の交換会と今後の畑の打ち合わせ、個人の自給から始ま

る日本発、世界のあらゆる階層へ自給自治へのシステムを！「NPO自給ネットワーク環境プロジェクト」の打

ち合わせをします。 

どうぞお気軽にお越しください。無の家は八上小学校の北の農協の東にあります。 

 

○２００４年 無の家の作付計画 

１月 味噌作り、終了／２月 計画作成、薪作り／３月 エンドウ蒔き／４月 サトイモ植え／５月 エゴ

マ、ゴマ、オクラ、インゲン、サツマイモ、モチトウモロコシ蒔き、ソラマメ、エンドウ収穫／６月上旬 小

麦、ラッキョ、ニンニク収穫、麦脱穀／６月中下旬 大豆蒔き／７月 ビワ、インゲン採り／８月 ニンジ

ン、ソバ蒔き、オクラ採り／９月 大根蒔き サツマイモ、モチトウモロコシ収穫／１０月 小麦蒔き、エ

ゴマ、ゴマ、枝豆、ソバ収穫／１１月 エンドウ、ソラマメ、ラッキョ、ニンニク植え、大豆収穫、小麦蒔

き／１２月 大豆脱穀 

 

                                   小宮 勇介 

 

 

 
原稿を募集しています！！ 

あなたの経験、または意見を大募集しています。(組合員・非組合員を問いません) 
内容は特に限定しませんが、ユニオンの大会方針『明るく！楽しく！元気を広げよう！』 
『自立・連帯・協働』に基づくあなたの文章をください！ 

また、組合員の皆さんの仕事や再出発も応援しています。どんどん紙面を活用してください。 
◆ 例題：解決しました！ 就職しました！(苦労談) 事業を開始しました！ 

◆ 会社にこうして居座っています・・・・・・・・・・・・・・・・ＥＴＣ 

◆ 締め切り：毎月月末 

◆ できれば、メールもしくはフロッピーを郵送してください。(Ｆａｘも可) 

◆ 字数は特に限定しません。 

� 編集委員募集中です！(お手伝いください)連絡は教育宣伝部・大浜まで 
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書記長仲村実著「リストラと闘う管理職ユニオン」の対談で採用しなかった部分 

 Ｉ さん（大学院教授）  （その３） 

 

ネットワークの媒介と調整が社会を動かす 

〔司会〕資本の暴走に対して歯止をかけながら、環

境保護の運動とか、人間と人間のつながり方の再建

とか、そういう問題を含めて話されてきましたね。

Ｉさんは、管理職ユニオンというのは、数少ない反

グローバリゼーションというか、今世界的に起こっ

ている資本の暴走に歯止をかける運動の日本型の一

つのスタイルなのかなとおっしゃっていましたが。

日本にそういうものが育たなかったのはなぜですか。 

〔Ｉ〕 一番大きなところは左翼政党というか、新左

翼も含めて、いわゆる68、69年の新しい社会変革運動

というようなものを総括できなかった。そこで、明ら

かに全共闘運動の中にあった多元的なものを結びつけ

ながらネットワーク化して、多元的なものを保障しな

がら、一つの力として社会を変えていく方向があった

と思うんだけども、全部つぶして、みんな組織中心型

のスタイルで、労働組合も政党も、新左翼のセットも

みんなこういう形で動いちゃって、結局６８、９年ぐ

らいのある種の個人の自立とネットワークみたいな芽

生えたものを、日本の運動は押しつぶしちゃったとい

うのが一つ大きな原因だと思います。 

 ヨーロッパなんかは、７０年代に入ると、68、69年

の体験みたいなものを、例えばエコロジーの運動もそ

うだし、平和運動もそうだし、あるいはさまざまな学

生運動もそうだし、失業者の運動とか女性の運動とか、

みんなそういう形で、あるいは障害者の運動とか、運

動の中でマイノリティーを含めて多元的なものを包み

込みながら、ある意味資本の暴走というふうにまとめ

られるような力に対して抵抗するような運動の仕方が

生まれたわけですね。それにはもちろん妥協もあった

し、ピュアな理念で統一するんじゃなくて、ある種違

いを認め合いながら、それを媒介しながら進めるよう

なつくり方があった。それはそういう中で、例えばイ

タリア共産党なんかもう解散しちゃうわけですけどね。

それはなぜかというと、そういう力がむしろこれから

主流になるという判断だってあったと思うんですよね。 

 ところが、日本の場合はある種の６８年、６９年ぐ

らいの新しい運動の動きというのは、結局社会全体を

救い切れなかった。日本にもそういう運動は、小さい

運動がいっぱいあるんだけども、社会的な勢力として

仕組みがつくれなかった。それは調整能力がなかった

んですね、それぞれの運動の中に。ところが、調整し

ながら一つの大きな流れがつくられて、今、反グロー

バリゼーションみたいな形で登場し始めているわけで

すけれども。 

 日本でもそういう試みはいっぱいあったわけで、そ

の試みをつなぎながらそういうネットワーク化してい

くということが必要だし、さっき媒介という、すごく

大切な言葉ですが、媒介と調整という力はやっぱり呼

応しないと、一つの大きな力にならないと思いますね。 

〔仲村〕 だから、主張はするし、なおかつ共同でや

ろうというところの大切さをセットで考えないとだめ

ですね。だから、何か自己主張すると、それを貫徹し

ないといけない。それは必ず矛盾と、組織的に言えば

内部崩壊の要素を含んでいる。 

〔Ｉ〕 一つの論理で全部を統制すると、それはだめ

なんですよ。 

〔仲村〕 大きく団結しながら、違いを調整しながら

媒介しながら社会運動として登場し、まとまりをつく

っていくというスタイルじゃないと。 

〔Ｉ〕 それは自分の力である種は満たした部分があ

るんじゃないかと思うんだけど。それは、むしろ20世

紀後半から20世紀前半にかけての社会運動の、むしろ

国際的に見たときに当たり前のスタイルなんですよね。

その当たり前のスタイルが日本では残念ながらなかな

か根付かなかった。その一つのあらわれが管理職ユニ

オンじゃないかと。 

〔仲村〕 だから、資本の論理だけで組み立てると、

今の雇用問題で言えば、労賃の安いところに必ず行く

んですよ。アジアに流れたり、中国でやってるでしょ

う。そういう問題も含めて考えざるを得ないんですよ。

日本の中での労働組合、あるいは社会運動をどう考え

るか。それは確かに、一方の要素ではグローバリズム

にならざるを得ない。だけども、グローバリズム的発

想する場合、全部敵の土俵の中でやるから、資本の論

理に組みしてしまう。例えば雇用と時短、労働組合の

イニシアティブがあればいいが、問題だけでいってワ

ークシェアリングの話がぽつんと出てきたりするわけ

でしょう。 

〔Ｉ〕 日本のワークシェアリングなんて、あれは賃

下げだと僕は言っているんです。あれはワークシェア

リングと言わないわけで、単なる賃下げの言いかえな

んですよ。 

〔仲村〕 そういう労賃の問題といったら、それは資

本の論理でいけば必ず必然的に安いところへ流れてい

くんですよ。そのことがだめなのかということで言え

ば、アジア全体が賃金均一化になるという意味では、

ものすごくすばらしいことでもあるわけですよ、はっ

きり言って労働組合的に言えば。労働組合がアジア的

に団結できるという要素にもなるわけです。僕がこん
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なことを言ったって、すぐできませんけどね。だけど、

そういう要素はあるわけですよ。そういうことをきち

っと押さえた上でワークシェアリングとか言ってれば

いいけど、全然違うんですよ。日本の場合は、資本の

論理で言うから賃下げ論になってしまう。 

〔Ｉ〕 何でもかんでも賃金切り下げのことをワーク

シェアリングという言葉で言いかえているだけで。 

〔仲村〕 日本で言えば、ただ働きとかするのが美徳

のように思われているでしょう。労働組合が権利とい

うなら、そういうただで働くということをやめない限

り、仕事を他の人に譲れないんですよ。人員増の要求

にはなりませんよ。 

〔Ｉ〕 サービス残業とか。 

 

〔仲村〕 とにかくそんなことばっかりしてたら、雇

用の機会を他の人には譲れないんですよ。みずからそ

んなことをやって、それを労働組合で集約して、「ワ

ークシェアリング」と「セーフティネット」と言って

何とかお茶を濁したようにやっているけど、それは必

ずしも仕事の分かち合いになってないですよ、前提が。

労働組合の指導も含めてきちっとやらないと経営者に

やられますよ。働いている人々が本当に仕事を分かち

合うためには“ただ働きはやめる・残業をしない”、

そこからやらないとだめだという自覚を持つことが絶

対必要です。そういう発想こそ大事だろうと思います

が。
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おおさかユニオンネットワーク 

  ０４春闘・第１次総行動・・・・・・寒さのなか元気よく２００名で終日行動 
      管理職ユニオン・関西からも７名参加 
 
午前８時３０分の結集時間を前に、ＮＴＴ西日本本社の前には続々と各労組からの代表派遣部隊が結集。

我管理職ユニオン・関西からも年齢は？ながら闘志満々の諸氏が結集。 
 この後延々と大阪の市内を転戦し、最後の抗議先であった、日本ネットワークへの申し入れが終了したの

は午後５時近くとなった。 
 抗議の内容はそれこそまちまちであったが、会社側の対応も色々であり今後の会社との戦いに備える良い

学習の機会となった。・・・（ユニオンの組合員の皆さんにも１度是非参加されることを推薦します。）数は力

であるということを実感として感じさせてくれる。又勇ましい組合が多いので力強いのが良かった。 
 行動は３部隊に分かれたので我々が参加した第１班は４０名ぐらいとなった。今回はわが組合のＪＴトー

シ分会も抗議行動先に組み込んで１０時からのＪＴ大阪支店への抗議行動となった。８名ぐらいの管理職が

門前で待ち構えていたが、彼らが考えていた数よりも多かった故か驚いていた風であった。『団交拒否』に対

する抗議文を高々と読み上げ今後の誠意ある対応するように十分に？デモンストレーションをかけて引き上

げることが出来た。 
 非常に寒いなかでの終日行動であったが心意気は意気揚々と貫徹できた１日となりました。わが組合もガ

ラの悪い意気の良い若者をどしどしと入れよう・・・・と思いました。 
                           報告はＩ 
 

 

神戸部会案内          神戸部会担当 Ｏ 
神戸部会の予定です。労会館２階和室２ 

 

 3月13日（土）13時～21時 神戸市立勤労会館２階和室２ 

（13時～17時は相談、17時～21時は神戸部会） 

 

 4月10日（土）13時～21時 神戸市立勤労会館２階和室 

（13時～17時は相談、17時～21時は神戸部会） 

 

 

       新 入 組 合 員 学 習 会         

３月27日（土）14時～16時  管理職ユニオン事務所 
管理職ユニオン・関西とは、どのような労働組合なのか？ 組合の活用法、リストラ対応策、団体交

渉の進め方、事務所での対応などについて学習します。 
悩んでここに駆け込んだのはあなただけではない事を知り、実体験を語り合うことによってストレス

を発散し、会社社会とは全く違う集まりを実感します。そして、それぞれが抱える問題を考え、どのよ

うに解決していくのか、アドバイスを受けながら客観的に考える機会でもあります。 
新入組合員の方は必ず参加して、より早い解決を目指しましょう。 

今まで参加していない組合員の方もぜひ参加してください。 
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 さよなら？ 第２１回こらえてばかりで委員会開催！ 
  早春の頃、ようやく春めいてまいりましたが、まだまだ寒い日が続きますが、皆さんお変わりございま

せんか。「こらえて」のＳです。先日の委員会には、急な所用が、できまして、参加できなくて、申しわけご

ざいませんでした。Ｒ大阪のＫさんに体からほとばしる熱い思いで労働運動について語って頂き参加者全員

が、感動し、圧倒されたそうです。その中で頭に残ったことは、①相談者に対してシンパシーを持つ事で、

やってあげているという態度では、駄目である。②楽観主義で、相手に勝てると言う催眠術をかける事であ

る。と言う言葉が、非常に印象に残ったそうです。Ｋさんにお話して頂いたことを、学習、さらにもっと勉

強して、労働運動を、皆で、盛り上げて行きたいと思います。 本当に有難うございました。我々一同感謝

しております。また、機会が、あれば又是非、参加していただけるようお願いいたします。さて第２１回こ

らえてばかりで委員会ですが、我らが、「長老」、Ｏさんが、起業家の第一歩を４月から、始められる予定で

第一線から今月末で退かれる事になりました。「こらえて」の結成当時からのメンバーで、委員会の活動に大

変ご尽力頂きました、委員会の打ち合わせ、動員、当日の調達にと、フル活動して頂きました。「こらえて」

以外でも、新入組合員学習会の講師として、又は、日々の団交、地労委の応援と、日々活躍されてこられま

した。お世話になった方々も多数おられると思います。当組合には、欠かす事の出来ない人です。そのご慰

労とご商売のご成功を祈願して、今回「こらえて。Ｏさん慰労会」を開催したいと思いますので、多数の参加を

お待ち申し上げます。 

Ｏさん慰労会日時 
 

         ＊   ＊   ＊   ＊   ＊   ＊   ＊ 

 第２１回こらえてばかりで委員会「Ｏさん慰労会」    

 ３月２６日（金）午後７時開会   会場 組合事務所 

       会費：無料   カンパ：歓迎 プレゼントも歓迎 
※ 納得いくまで続けます。九時以降自由解散 
 

 

 

 

 

  ３/１７（水） ＪＲ京橋駅 にて、こらえてばかりで委員会ビラまき 
 
  さあ、みんなでビラマキをしましょう。こらえてばかりで委員会に参加 していない人大歓迎。ビラマ

キをやったことのない人は、ビラを渡す立場の経験をしてみませんか。 

○集合時間･場所     午後６：３０ ＪＲ京橋駅改札口   

  ２/２４にＪＲ草津駅前でビラまきを行いました。用意したビラ６００枚は４０分でなくなり、

そのあと皆で駅前ビルの地下１階の「ばんから横丁」へ行き、昭和３０年代のレトロ調に浸ってき

ました。参加した人たちには懐かしい、光景でした。 
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【怒りのエッセイ】                       法律対策部・ℱ  
第３話「電車と鼻」 
巡り合わせというか、マーフィーの法則というか、電車の座席に腰を下ろした途端、それは必ず起こる。隣の席の

客が鼻を掃除し始めるのである。もっと正確には「鼻孔を」である。 
 
サラリーマンであるから、行きも帰りも通勤電車に乗ることになる。ひどく混雑していて座れることなどまずない

が、たまに神の悪戯か目の前の座席が空き、腰を下ろすことができる。ここまではいい。これからが問題だ。左か

右に座った客が鼻の穴を掃除し始めるのである。人間、たまには鼻がむず痒くなることもある。そんな時は一瞬指

で掻く。そのくらいは許されるでしょう。でも、一瞬、ほんの一瞬ですぞ。ひと駅もふた駅もやりっぱなしという

のは言語道断ってもんだ。 
 
いつから、こんなジンクスにとりつかれてしまったのだろう。己の運命を恨みつつ、私は鼻掘りに熱中している客

を睨みつけるのである。しかし、大抵の場合、何かに集中している人間は目を閉じているので、こちらの険しい視

線には気付かない。中には気付く輩もいるが、呆けた顔でこちらを見るだけで、一向に作業を中断しようとはしな

い。考えてもみて欲しい、鼻の穴に指を突っ込んだ人間と対峙するというのは、まことに虚しいですぞ。 
 
彼はその後どうするか。当然、戦果を指で丸めながら楽しむのである。そして、十分に堪能し終わると、己の脚と

脚の間に名残惜しそうにそれをぱらぱらと落としていくのである。お焼香ではないぞ！ 
 
ところで、鼻孔を掃除する時に使う指は人さし指か小指と相場が決まっているのをご存じかな。他の指を使ってい

る人間は見たことがない。ところが、戦果を楽しむ指となると親指と中指が多い。いずれの場合も薬指は仲間外れ

なのである。と、そんなことはどうでもいいのだ。 
 
通勤の途中で、電車を乗り換えるのだが、朝そこに入ってくる電車は、一つ前が始発なので比較的空いている。吊

り革につかまると、目の前に小太りの若いサラリーマンが座っている。そいつの前に立ちたくないのだが、なぜか

当たってしまうのである。 
そのサラリーマンを、私は秘かに「鼻掘りニイサン」と名付けている。このニイサン、すぐに作業を開始するわけ

ではない。十分ほどはおとなしくしている。そして、自分が降りる駅のひとつ前の駅で電車の扉が閉まった途端、

お約束のように事に及ぶのである。 
戦果が私のつま先めがけ降り注いでくる。それをよけるようにわざと大袈裟に後ずさりしてみせるのだが、ニイサ

ンは気付かない。電車が揺れた位にしか思わないのだろう。まったく、腹の立つ！公衆の面前でみっともないと思

わないのか！ 
ふと見ると、それまでニイサンの大きな鼻の穴に埋没していた指に結婚指輪が。こんな男と結婚している女の気が

知れない。待てよ。亭主の留守に、今ごろ家ではその女房も・・・。オエッ！ 
以上 

【怒りのエッセイ】                       法律対策部・ℱ  
第4話「電車と傘」 
雨は嫌なものである。靴は汚れ、ズボンの折り目は消え去り、天然パーマの私の髪は主人の意図に反した無秩序な

まとまり方をする。おまけに、物を持ち歩くことが嫌いな私にとって傘を持つという動作は責め苦以外の何物でも

ないのだ。ああ、雨は嫌だ。 
 
そんな憂鬱な思いを胸に電車に乗る。窓を閉め切った車内は、人いきれでむんむんしている。特に冷房が切られる

季節は最悪だ。この時ほどサラリーマンでいることを悔やむことはない。しかし、現実は現実だ。悶々としながら

電車の揺れに身を任せていると、ふくらはぎに触れている固い物体から、ズボンの生地越しに冷たさがじんわりと

伝わってくる。びしょ濡れの傘だ。濡れたままの傘を持って満員電車に乗ってくるバカがいるか、と振り向いて相

手の顔を睨みつけてやるのだが、例のあの顔、どうかしたのと怪訝そうな顔が見つめ返してくるだけ。言っても無

駄だ。 
 
ならば、濡れた傘をどうするか？水気をとればいいのである。私は、電車に乗る前にホームから線路に向かって濡
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れた傘を二、三度強く開閉する。これで水分はあらかたとれる。次に、きちんと畳んで袋に入れる。これだけだ。

やり過ぎ？いや、それが礼儀というものだ。第一、そうしなければ自分の服さえ濡れてしまうではないか。 
 
先日、新しい傘を買いに近所のショッピングセンターに出かけた。売り場には安いものから高級なものまで様々な

傘が売られている。しかし、驚いたことに、そのほとんどに袋が付いていないのである。何故だ？濡れた傘はどう

するんだ？ 
 
そういう訳で私の新しい傘に袋は付いていない。では、どうしているか？あらかた水分を飛ばし、きちんと畳んだ

あと、仕方なくティッシュで拭いている。これ、あまり恰好のいいものではないし、なんか、さもやってますよと

いわんばかりで嫌なのだが、この際、仕方ない。悪いことをしているわけではないのだ。 
 
ついでに言っておくが、傘は凶器になるということ認識しておいて欲しい。その先端が人を傷つけることがあるの

だ。それがわかっていれば、傘を竹刀のように体の横で持つなんて事はしないはずだ。そんな恰好で駅の階段を上

がられたら、後ろにいる人間はたまったものではない。右に左に体をかわしながら歩かなければならない。私はボ

クサーか？傘は自分の前に垂直に立てて持たんか！ちなみに、私は前にして持った自分の傘に脚がからんで、倒れ

た拍子に手のひらをコンクリートにしたたか打ち付けたことがある。痛いの痛くないのって。エチケットを守ると

は、時に辛いめにもあうということだ。 
以上 
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